
意見募集案件 （仮称）北広島市エコミュージアムセンター条例 

担当課 
教育部文化課（文化財担当） 

電話 011-373-0188 

意見募集期間 平成 26 年 1 月 1 日（水）から平成 26 年 1 月 31 日（金）まで 

原案の公表場所

（閲覧・配布） 

◇中央公民館（文化課）及び各出張所 

◇団地住民センター、エルフィンパーク、図書館、ふれあい学習センター（夢プラザ） 

◇市ホームページ、広報北広島 1 月 1 日号（概要のみ）  

意見の提出方法 ・

提出先 

・書面（様式自由）による提出 

・持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれか 

・意見提出者は、住所・氏名を記入のこと（住所・氏名の公表は行いませんが、記入

のない意見には回答できない場合があります。） 

教育部文化課 

郵便番号 061-1192 （住所不要） 

電話：011-373-0188  FAX：011-373-0140 

電子メールアドレス： cｙuo＠city.kitahiroshima.hokkaido.jp 

検討結果の公表予

定時期 

市ホームページにて平成 26 年 2 月頃公表予定 

※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときは

その内容を公表します。 

対象となる政策等

の内容 

（１） 案を作成した趣旨、目的、理由 

北広島市の文化振興のため、平成 22 年 3 月に策定した「北広島市エコミュー

ジアム構想」では、本市が持つ自然や風土、伝統や歴史、そしてこの地に培われ

てきた特有の文化を再発見していただき、多くの市民の皆様がこの地に誇りを抱

くことは、まちづくりにとってとても大切なことであり、これらの歴史の事実と意義

を十分に認識しながら、このまちの歴史や文化、遺産などを多くの人に知らせ、

永く後世に伝えていく使命があることと定義しています。 

市民をはじめ訪れる多くの方々に太古の地質や古生物の資料から戦後の暮ら

しを伝える資料など、広範な時代の遺産を収蔵・展示し、北広島市の歴史や自然

を体系的・総合的に学ぶことができる施設を設置します。また、これらの常設展

示のほか、企画展示や学習会なども行います。 

 

（２） その案件の決定内容（案）の骨子（概要） 

①開館時間：午前 9 時から午後 5 時まで（臨時に変更する場合があります） 

②休 館 日：ア）月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律

第 178 号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるとき

は、その日以後の休日でない日) 

イ）12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで 

（臨時に休館する場合があります） 

 

（３） その案の根拠となる法令等 



 

特になし 

 

（４） 案を処理したときに生じる可能性のある市民生活への影響（検討の論点等） 

施設を訪れる人は、展示や企画事業等から本市を知り、あるいは体験し、市内

各地区のサテライトへ足を運ぶための情報を得ることができます。 

さらに、次代を担う児童生徒の郷土学習などの団体見学もできます。 

 

対象となる政策等

の原案 

（仮称）北広島市エコミュージアムセンター条例 

その他 
・パブリックコメント後のスケジュール 

法規委員会、議会、条例制定（２～3 月） → 条例施行（4 月 1 日予定） 


